
R5.10.31作成

事故発生後対応フローチャート

該当する該当しない

（発生後速やかに）

係⾧・支所⾧へ報告

事故発生

右記の事故に

該当するか

下記案件等の事故

（県障害福祉課通知354号通知に準じる）

①サービス提供中の利用者の死亡又は負傷等

②法令違反・不祥事 ③人権侵害・虐待

④交通事故 ⑤災害 ⑥利用者の無断外出

⑦誤薬（治療を要した健康被害）など

（発生後速やかに）

係⾧・リーダーへ報告

（発生後速やかに）

係⾧は「支所⾧」と「グループ⾧」へ連絡

（発生後速やかに）

支所⾧は「事務局⾧」へ連絡

事務局⾧は「会⾧」へ連絡

案件次第で市（担当課）へ報告

事故後対応

病院通院等の対応

※職員の労務中の怪我については、

別紙の労災指定医療機関で受診すること

事故報告書の作成

通院料立替分の受領証作成

入院・通院保険金日額の請求意思の確認

※請求意思のある方には、後日送付する請求書類に

請求者情報（口座情報等）の記入が必要

本所へ報告

事故報告書・受領証を送付

本所で保険金請求処理

※入院・通院保険金日額の請求用書類を

後日、支所宛てに送付


